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	本法の施行については、全国実用試験の最終段階であるシステム統合テストを１２月１日から実施し、その成果等を踏まえ適切な時期に施行することとするが、住民へのサービス提供を早期に行う必要があることから、今年度のできるだけ早い時期、具体的には年明け早々にも施

